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本題に入る前に／石油の定義 
n 各国の法律で対象としている「石油」 

英国 
• Petroleumを「自然な状態で地層中にある鉱物油または炭化水素と

天然ガスを含み、石炭およびれき青質けつ岩または油を分解蒸留
により抽出できる層状の資源は含まない」と定義 

ノルウェー 
• Petroleumを「地下にある液体・気体等すべての炭化水素」と定義 

米国 
• Oil and Gas and Sulphur をひとくくり 

ブラジル 
• 石油鉱床、天然ガス、その他の炭化水素流体 

オーストラリア 
• Petroleumを「自然に現れる、気体、液体、または固体状の炭化水

素、または炭化水素と硫化水素、窒素、ヘリウム、二酸化炭素等の
混合物で、リザーバーに戻されたものも含む」と定義 
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石油の定義 
n 日本の場合 

鉱業法 

• 第三条 （適用鉱物） 
  ・・・石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、・・・ 
• 第六条の二（特定鉱物） 

この法律において「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガ
スその他国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に
必要なものとして政令で定める鉱物をいう。 

鉱山保安法 

• 鉱山保安法施行規則第一章 総則 第一条（定義）第二項二 
「石油鉱山」とは、石油（可燃性天然ガス（石炭又は亜炭の掘採を目
的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集される
ものを除く。以下「天然ガス」という。）を含む。以下同じ。）の掘採を
目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 
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石油もあくまで「鉱物」であるので、鉱業法の下で開発が実施されるその他の
資源開発、非在来型石油・天然ガスや金属鉱物資源についても、石油の環
境影響評価の手法・考え方は有用 



UNEP：Environmental 
Impact Assessment 
Training Resource 
Manualより 

環境影響評価とは          

評価項目の
決定 

報告書の 
内容精査 
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開発と環境保全、この両者を共に
うまく実現させていくため、よりよ
い事業計画を作り上げていこうと
いう制度 

 

必要性，必要
程度の決定 



背景 
• 我が国の環境影響評価法では、海洋石油・天然ガス開発に対する環境アセスメ

ント（EIA）の実施義務なし 
 
 
 
 

 
目的 
• 諸外国で実施されているEIAと整合した国内向けガイドライン作成等、我が国の

海洋資源開発に向けて望ましいと考えられる施策の提言 
 

 
 

検討内容 
1. 評価の手法 
2. 評価されている項目 

はじめに 
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※ 本報告は、経済産業省よりの受託事業の成果をまとめ2017年に本大会で報告し
た、「諸外国の海洋石油・天然ガス開発に係る環境影響評価について」の続報 

我が国では、石油･可燃性天然ガスを含む鉱物資源の開発等は環境影響評価法の対
象事業ではない。鉱物資源の開発を対象とした鉱業法、鉱山保安法等の法令で、鉱
害防止等に関する規制はあるものの、環境影響評価の実施についての具体的な規定
等はない。 

海外での油ガス開発においては、国によって制度は違うが、事業手続きの際に環境
影響評価が必要となる国は多く、海洋での油ガス開発も同様に実施されている。 
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石油・天然ガス開発における法制度と環境影響 

l 鉱業法 

⇒「汚水又は廃物の処理方法等鉱害の防止のための施設に関する事項」 
  として、以下の項目が挙げられている。これらは環境影響（鉱害）に対
する対応と考えられる。 

   ① 掘さく泥水及び坑廃水等の処理方法に関する事項 
   ② 鉱業廃棄物の処理方法等に関する事項 
   ③ ばい煙、騒音、振動による鉱害の防止対策 
   ④ 地盤沈下防止対策 
   ⑤ 油流出による海洋汚染防止対策 
   ⑥ その他 

事業に着手する前には施業案を提出して認可を受ける必要がある（第63条） 

⇒鉱業法施行規則第27条において「様式第二十による施業案」を提出 
  することが規定されている。 
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石油・天然ガス開発における法制度と環境影響 

第八条  鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、 
     鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 

  一  ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 

  二  土地の掘削 

（鉱業権者による鉱山の現況調査等）  

第十八条  鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるとき 

   は、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定 

   めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。  

    （2、3、略） 

 ４ 前三項に定めるもののほか、鉱業権者は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、鉱山 

     における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。 

⇒環境影響評価法と違い詳細な調査項目は設定して 
 いないが、鉱害の防止が要求される。  

l 鉱山保安法 
「鉱害の防止」に関する具体的な内容（第８条） 

「鉱山の現況」に関する調査(第18条) 
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石油・天然ガス開発における法制度と環境影響 

鉱山保安法施行規則（平成十六年九月二十七日経済産業省令第九十六号） 

（現況調査の時期） 
第三十六条  法第十八条第一項 の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。  

  （略） 

（現況調査の項目）  
第三十七条  鉱山保安法第十八条第一項 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる項目に
ついて保安を害する要因（その評価を含む。）とする。 

一 掘採箇所及びその周辺の地質状況 

二 鉱山周辺の状況 

三 第三条から第二十二条まで、第二十四条（次号に掲げる事項を除く。）、第二十五条、第
二十六条及び第二十九条の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項（機械、器具及び工
作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない
場合を含む。） 

四 海洋施設における油又は有害液体物質の処理 

五 前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項 

法第十八条に記載されている、「鉱山の現況調査について、経済産業省
令で定める事項」の規定（第３６条及び第３７条） 

l 鉱山保安法施行規則 
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事業者の環境影響評価書等の審査 
環境影響評価の 

実施制度 環境省関連機関 海洋の石油・天然ガス事業
を所管する省庁 

一般的な環境影響 
評価制度 － 

マレーシア 
インドネシア 
米国 

石油・天然ガス 
開発事業 

を対象とした制度 
ブラジル 

オーストラリア 
英国 
ノルウェー 
南アフリカ 

各国の環境影響評価制度と所管する機関 

n ２種類に大別される各国の環境影響評価制度と所管する機関 
（前回報告内容） 

n ブラジルでは、我が国のように、一つの機関が事業種にかかわ
らず環境影響評価を所管、その他の国では、海洋の石油・天然
ガス事業を所管する省庁が環境影響評価も所管 



n 各国で環境影響評価が求められる事業段階 
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英国 ノル
ウェー 米国 ブラジ

ル 
南アフリ

カ 
オースト 
ラリア 

インド 
ネシア 

マレー
シア 

探査 × × △ ○ × △ 

掘削 ○ × ○ ○ × ○ 

開発 
・生産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

廃止 △ ○ △ 不明 不明 不明 △ 

注： ○；必須  △；個別に判断  ×；不要 

環境影響評価が求められる事業段階 

○ 

○ 

（前回報告内容） 
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環境影響評価に求められる事項 

n 法制度で定められている事項 
環境影響評価書に記載すべき内容について、法制度によ
る規定を調査 

Øブラジル、マレーシア、インドネシアについては、法的に
定められた環境影響評価書に記載すべき事項は、確認
できなかった 

Ø英国、米国、ノルウェー、オーストラリア等の各国につい
ては、事業の概要等について具体的な記載内容を定め
ているが、影響評価の方法、評価すべき項目等について
は、具体的な要求事項は確認できなかった 

 

（前回報告内容） 
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環境影響評価に求められる事項 

実際に作成された環境影響評価書等を収集し、各事業段
階で「どのような項目」を「どのように評価」しているか、環
境保全対策として何を重要視しているか等を調査 

n 法制度で規定していない評価内容は、どうやって決められてい
るか 

Ø各国では、長い歴史の中で事業者と規制機関との間で培って
きた合意内容が、規制機関または民間団体によりガイドライン
化されてきた 

Øガイドラインをベースに、現地の個々の状況に応じてケースバ
イケースで評価内容の詳細が決定され、評価書となる 

Ø評価書から読み取れることをまとめれば日本の良いお手本と
なり、事業者にも規制側にも役立つガイドラインとなる 



1. 評価手法 
 

2. 評価項目 

調査結果 
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環境影響評価書の分析 

  英国 ノルウェー 米国 ブラジル オーストラリア 

探査 ― ― 3 4（1） 

3（1） 
掘削 7（1） 3 ― 5（2） 

開発・生産 8（4） 3 3 5（2） 

廃止 9（7） 2 3 ― 

小計 24（12） 8 9 14（5） 3（1） 

合計 58（18） 

n前報で調査・分析した40事例に18事例を追加、分析 



評価手法の変化 

リスク 
アセスメント その他 前報との比較 

イギリス 
（12件） 5 7 

変化あり 
前報：分析した8冊の評価書すべて
でリスクアセスメント 

ブラジル 
（5件） 0 5 

変化なし 
前報：分析した9冊の評価書すべて
でブラジル独自の手法 

オーストラリア 
（1件） 1 0 

変化なし 
前報：分析した2冊の評価書すべて
でリスクアセスメント 
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定性的に 
文章で評価 

リスク 
アセスメント 

英国の評価手法（リスクアセスメント以外） 
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3. 増産 Beryl Area 
5. 廃止 Viking VDP 1 and Loggs LDP 1 

1.評価項目を選定する 
スコーピング段階 

2.評価項目ごとの 
詳細な評価 



英国の評価手法（リスクアセスメント以外） 
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10. 廃止 Osprey Subsea Infrastructure 
11. 廃止 Dunlin Subsea Infrastructure 

Consequence 

Impact 
Significance 

① 
② 

③ 

Sensitivity 
Vulnerability 

Value 

Magnitude 影響の 

レセプターの 
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影響評価の手法（ブラジル） 
n 規制機関（IBAMA）が公開した判断基準により評価が行われて

おり、実務上は規則と同様に扱われている 
 



リスクアセスメントによる評価は、前報では主流のようにみえたが、
もはやそうではない模様 

評価手法の変化 まとめ 

  前報（2015以前） 今回調査結果（2015～） 

英国 リスクアセスメント(12/12) 
リスクアセスメント(5/12) 
定性的評価(2/12) 
その他(5/12) 

ブラジル 独自手法(9/9) 独自手法(5/5) 

オーストラリア リスクアセスメント(2/2) リスクアセスメント(1/1) 
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n調査した３か国の環境影響評価報告書の評価手法 



1. 評価手法 
 

2. 評価項目 

調査結果 
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評価項目 

n 「探査」、「掘削」、「開発・生産」、「廃止」の各事業段階で評価し
ている環境影響の評価項目をマトリクス整理 

n マトリクスの縦は影響を与える原因となる「影響要因」、横は影
響を受ける「環境要素」 

n 「影響要因」については、国際金融公社（IFC）EHS ガイドライン

において、「海洋の石油・可燃性天然ガス開発事業に特有の影
響」として示されている以下の6項目を参考とした。 

• 大気への排出 
• 廃水の排出 
• 固体及び液体の廃棄物管理 
• 騒音 
• 油の流出 
• 廃棄措置 



NOx SOx VOC PM
CO2

(GHG)
粒度
組成

化学
物質

地形 植物 動物
漁獲
対象

全体
漁獲
対象

全体
クジ
ラ

リグ 76 64 64 37 66
生産施設 11 11 11 11
ベンティング・フレア 27 27 27 11 27
発電機 36 24 36 13 36
船舶 80 69 75 37 70
ヘリコプター 41 41 41 14 37
逸散排出（タンク等）

生産水/坑井洗浄水(油分含む) 16 11 11 5 5 5 5 5
冷却水 16 11 5 5 16 5
許可された泥水 50 34 30 16 16 23 18 46 5 23 1
化学薬品類 73 18 42 5 5 13 74 16
生活排水 73 11 11 7 28 28 5 10 5 32 10
ビルジ廃水 23 18 18 5 5
デッキ廃水 16 7 7
淡水化設備からの高塩分廃水

水圧試験廃水

バラスト水 10 5 5 14 14 5 10 5 14 5
フレアに付随する物質 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5
エアガン 11 16
くい打ち

爆薬 5
掘削作業 5 5 5 41 6
埋設作業（パイプライン等）

ヘリコプター 1
船舶 5 2
掘削流体・カッティングス 68 31 21 21 18 18 5 68 5 21 10
生産土砂

坑井仕上げ・坑井改修流体 11 11

固
体
及
び

棄
物
の

魚類

大
気
へ
の
排
出

廃
水
の
排
出

騒
音
の
発
生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境要素
　影響要因

大気質

水質

底質 プランクトン 底生生物

影響要因 

環境要素 

評価項目 
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NOx SOx VOC PM CO2
粒度
組成

化学
物質

地形 植物 動物
漁獲
対象

全体
漁獲
対象

全体 クジラ イ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

大気質
水質

底質 プランクトン 底生生物 魚類 哺

リグ

生産施設

ベンティング・フレア

発電機

船舶

ヘリコプター

生産水/坑井洗浄水(油分含む)

冷却水

許可された泥水

化学薬品類

生活排水

ビルジ廃水

デッキ廃水

バラスト水

フレアに付随する物質

エアガン

くい打ち

爆薬

掘削作業

ヘリコプター

船舶

掘削流体・カッティングス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

大
気
へ
の
排
出

廃
水
の
排
出

騒
音
の
発
生

固



n 評価項目の選定についての変化 
 
 

n 国によらず共通して選定されている評価
項目の抽出 

評価項目の検討 
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評価項目の変化（探査） 

変っていない項目 
• 船舶 → 大気質 
• 生活排水  

 → 水質、生物（生態系） 
• エアガンの騒音  

 → 生物、保護区、漁業 
• 船舶の衝突による油流出  

 → 生物（生態系） 
• 給油時の油流出  

 → 水質、生物（生態系） 
• 船舶の存在  

 → 生物、漁業、他の海域
利用者 

変わった項目 
• 評価されなくなった項目 

– 通常の廃棄物 → 生物 
– 地震探査ケーブルの設置

・回収による海底撹乱  
 → 生物、漁業、他の海域
利用者、利害関係者 

–  船舶との衝突 → 生物 
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半数以上の評価書で評価している評価項目を前報と比較すると･･･ 探査 



評価項目の変化（掘削） 

変っていない項目 
• リグ、船舶 → 大気質 
• 生活排水 → 水質 
• 掘削作業による騒音 

 → 魚類、哺乳類 
• 掘削流体・カッティングスの

管理 → 水質、底生生物 
• 暴噴による油流出事故 

 → 水質、プランクトン、底

生生物、魚類、哺乳類、鳥
類、漁業 

• リグ、船舶の存在 → 漁業 

変わった項目 
• 評価されなくなった項目 

– ヘリコプター → 大気質 
– 許可された泥水 の排出 

 →水質、底質、底生生物 
– 化学薬品を含む廃水の排出 

 → 水質、底生生物 
 

• 評価されるようになった項目 
– 給油時の油流出 

 → プランクトン、魚類、鳥類 
– 船舶の存在 → クジラ  
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半数以上の評価書で評価している評価項目を前報と比較すると･･･ 掘削 



評価項目の変化（開発・生産） 

変っていない項目 
• ベンティング・フレア、発電

機、船舶 → 大気質 
• 生産水/坑井洗浄水 

 → 水質、生物 
• 化学薬品を含む廃水の排

出 → 水質 
• 暴噴による油流出 → プラ

ンクトン、鳥類、漁業 

変わった項目 
• 評価されなくなった項目 

– 生活排水 → 水質、魚類 
– 通常の廃棄物の管理 

 → 水質、魚類 
– 給油時の油流出 → 水質 
– 船舶の存在 → 漁業 
– パイプラインの設置（埋設） 

 → 水質、地形、底生生物 
 

• 評価されるようになった項目 
– 船舶による騒音 → 哺乳類 

26 

半数以上の評価書で評価している評価項目を前報と比較すると･･･ 開発生産 



評価項目の変化（廃止） 

変っていない項目 
• 船舶 → 大気質 
• 船舶による騒音 

 → 鳥類、哺乳類 
• 船舶の存在 

 → 漁業、海事 
• 軽微/重大な油流出 

 → 水質、生物 
• 化学物質の流出事故 

 → 水質、生物 
 

変わった項目 
• 評価されなくなった項目 

– 生活排水 
 → 水質、プランクトン、魚
類、哺乳類、鳥類 

– 海底施設の廃止・撤去 
 → 水質、地形、底生生物 

– パイプラインの撤去 
 → 底生生物、海洋生物 

27 

半数以上の評価書で評価している評価項目を前報と比較すると･･･ 廃止 



評価項目の変化（まとめ） 

変っていない項目 
 
 
 

日本でも評価すべき項目 

変わった項目 

28 

トレンドと言えるのか、 
事業設計による違いか、 

継続的調査が必要 

 



n 評価項目の選定についての変化 
 
 

n 国によらず共通して選定されている評価
項目の抽出 

評価項目の検討 

29 



30 

国によらず共通して選定されている評価項目 

n 前報からの変更：評価対象としていた評価数の生の
値から割合に指標を変更 

n まず国別に評価対象としていた評価書数の割合を求
め、次いで調査国全体で平均し、国ごとの評価書分
析数の偏りを標準化 

n 標準化したことにより、項目抽出がより絞り込まれた 

 （例：掘削15事例） 
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掘削段階の評価項目（国別評価書数標準化前） 
（前回報告内容） 

NOx SOx VOC PM
CO2

(GHG)
粒度
組成

化学
物質

地形 植物 動物
漁獲
対象

全体
漁獲
対象

全体
クジ
ラ

イルカ
鰭脚類

海牛類

リグ 13 12 11 8 11 1
生産施設 1 1 1 1
ベンティング・フレア 4 4 4 2 4
発電機 4 3 4 2 4
船舶 13 12 12 8 11 1
ヘリコプター 6 6 6 3 5
逸散排出（タンク等）

生産水/坑井洗浄水(油分含む) 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
冷却水 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
許可された泥水 8 5 5 2 3 3 2 8 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1
化学薬品類 10 2 7 1 1 1 9 2 2 1 3 1 1
生活排水 12 1 1 5 5 1 2 1 4 2 2 2 1 3 3 1 2
ビルジ廃水 4 3 3 1 1 1 1
デッキ廃水 4 1 1 1 1 2 1 1
淡水化設備からの高塩分廃水

水圧試験廃水

バラスト水 2 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1
フレアに付随する物質 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
エアガン 1 2 2 2 1 1 1 1
くい打ち

爆薬 1 1 1
掘削作業 1 1 1 6 11 11 8 4 2 1 2 2 1 2
埋設作業（パイプライン等）

ヘリコプター 1 1 1 1
船舶 1 3 3 3 1 1 2
掘削流体・カッティングス 11 4 4 3 3 3 1 10 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1
生産土砂

坑井仕上げ・坑井改修流体 1 1
NORM

通常の廃棄物 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3
有害廃棄物 1
船舶の衝突 4 4 4 4 4 7 2 2 1 4 4 2 3 1 4 5 5 4 2 5 1 1 2 1 3 6 2 1 3 1
給油 1 1 1 1 1 5 1 2 2 5 5 3 4 2 5 4 4 3 1 4 2 1 2 1 1 3 1 1 1
暴噴 5 5 6 5 4 11 5 7 2 9 9 3 11 2 11 12 10 8 5 11 3 1 5 2 5 12 3 1 5 2 5
化学物質/油系泥水の流出 5 2 4 3 3 2 4 1 3 2 2 2 2 4 3 1 1 1 1 1
潤滑油・油圧油の流出 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
パイプライン、貯蔵施設からの漏洩 1 1 2 1
船舶 1 1 3 3 2 2 2 1 1 10 5 2 5 1
ヘリコプター 1 1 1 1 2 1
リグ 1 3 3 2 3 2 2 1 8 3 2 4 1
アンカー等 1 1 3 2 2 1
生産施設等 1 2 2 2
パイプライン 1 1 1 1 1
掘削 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1
アンカー等の設置・撤去 4 3 1 3 2 2 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1
地震探査ケーブルの設置・回収

パイプラインの設置（埋設） 1 1 1 1 1
機材等の落下 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
火災・爆発 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
船舶との衝突 2 2 3 1 1 2 1 2 1

3 1 3 2 2 2 2 6 2 3 2 2 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1

1 3 2
1 1 1 1

事業の実施

事業の広告

流
出

（
事
故

）

施
設
・
機
器
等
の

存
在

海底の撹
乱

事故

セメントの排出

光害

地域
活性
化

遺跡
史跡

大
気
へ
の
排
出

廃
水
の
排
出

騒
音
の
発
生

地質
学的
知識

雇用

創出、

税収

増加

頭足
類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境要素
　影響要因

大気質
水質

底質 プランクトン 底生生物

固
体
及
び
液
体
廃

棄
物
の
管
理

軍事
他の海

域利用

者

利害

関係

者

景観
甲殻
類

生態
系

珊瑚

礁・藻

類

保護

種・保

護地
漁業 海事

魚類 哺乳類
爬虫
類

鳥類
海洋
生物
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NOx SOx VOC PM
CO2

(GHG)
粒度
組成

化学
物質

地形 植物 動物
漁獲
対象

全体
漁獲
対象

全体
クジ
ラ

イル
カ

鰭脚類
海牛類

リグ 76 64 64 37 66 5
生産施設 11 11 11 11
ベンティング・フレア 27 27 27 11 27
発電機 36 24 36 13 36
船舶 80 69 75 37 70 5
ヘリコプター 41 41 41 14 37
逸散排出（タンク等）

生産水/坑井洗浄水(油分含む) 16 11 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11
冷却水 16 11 5 5 16 5 5 5
許可された泥水 50 34 30 16 16 23 18 46 5 23 11 5 5 20 5 13 11 5
化学薬品類 73 18 42 5 5 13 74 16 20 5 25 5 5
生活排水 73 11 11 7 28 28 5 10 5 32 10 10 10 5 23 25 11
ビルジ廃水 23 18 18 5 5 5 5
デッキ廃水 16 7 7 11 5 5 5
淡水化設備からの高塩分廃水

水圧試験廃水

バラスト水 10 5 5 14 14 5 10 5 14 5 5 5 5 5
フレアに付随する物質 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10 5
エアガン 11 16 16 16 5 5 11 5
くい打ち

爆薬 5 5 5
掘削作業 5 5 5 41 68 62 42 27 13 5 18 5 10
埋設作業（パイプライン等）

ヘリコプター 11 11 11 11
船舶 5 21 21 21 5 5 10
掘削流体・カッティングス 68 31 21 21 18 18 5 68 5 21 10 10 10 10 5 11 11
生産土砂

坑井仕上げ・坑井改修流体 11 11
NORM

通常の廃棄物 16 7 16 11 5 11 5 23 5 5 5 5 20 20
有害廃棄物 7
船舶の衝突 16 16 16 16 16 37 10 10 11 21 21 10 14 5 21 21 21 14 7 21 7 7 18 7 10 37 10 5 14 5
給油 5 5 5 5 5 32 5 11 16 28 28 14 21 10 28 21 21 14 7 23 20 7 18 7 5 29 5 5 5
暴噴 21 21 28 21 16 68 34 48 16 57 57 14 68 10 79 79 63 48 33 64 27 7 38 13 19 86 21 5 26 10 41
化学物質/油系泥水の流出 24 10 19 14 14 10 19 5 14 10 10 10 10 25 14 5 11 11 5 5
潤滑油・油圧油の流出 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5 5
パイプライン、貯蔵施設からの漏洩 11 11 22 11
船舶 11 7 13 13 7 7 7 7 68 30 10 28 7
ヘリコプター 7 5
リグ 13 13 13 7 13 7 13 44 14 10 19 5 7
アンカー等 5 5 21 16 16 11
生産施設等 11 16 16 16
パイプライン 11 11 11 11 11
掘削 5 14 10 5 13 10 16 7 5 10 11 5 5 11
アンカー等の設置・撤去 19 14 5 21 10 10 23 37 5 10 5 5 5 10 5 11
地震探査ケーブルの設置・回収

パイプラインの設置（埋設） 11 11 11 11 11
機材等の落下 14 10 10 14 10 10 10 14 10 10 5 5 5 5 10 5 5 5
火災・爆発 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
船舶との衝突 5 5 11 20 20 5

14 5 14 16 10 10 10 41 10 14 11 11 5 7 11 5
7 7 7 7 7 7

7 20 20
7 7 7 7

固
体
及
び
液
体
廃

棄
物
の
管
理
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者
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類
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漁業 海事
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類

鳥類
海洋
生物

雇用創
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地域
活性
化

大
気
へ
の
排
出

廃
水
の
排
出

騒
音
の
発
生
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史跡

地質
学的
知識

頭足
類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境要素
　影響要因

大気質

水質

底質 プランクトン 底生生物

事業の実施

事業の広告

流
出

（
事
故

）

施
設
・
機
器
等
の

存
在

海底の撹
乱

事故

セメントの排出

光害

掘削段階の評価項目（国別評価書数標準化） 

標準化により絞りこまれた項目が抽出された 



評価されている項目（探査，掘削段階） 
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事業段階 影響要因 環境要素 

探査 エアガン 
魚類、クジラ、イルカ、爬虫類、保
護区及び保護種、漁業 

船舶の衝突による炭化水素
の漏洩 

魚類、クジラ、イルカ、鳥類 

船舶の存在 漁業 

掘削 リグからの排出 NOx，SOx，VOC，CO2 

船舶からの排出 NOx，SOx，VOC，CO2 

化学品の流出 水質，底生生物 

生活廃水の流出 水質 

掘削騒音 クジラ，イルカ 

掘削流体及びカッティングス 水質，底生生物 

暴噴 
水質，プランクトン，底生生物，魚
類，クジラ，イルカ，鳥類，漁業 

船舶の存在 漁業 



n これらの項目が諸外国の環境影響評価書で共通して評価されているものと
推定される 
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事業段階 影響要因 環境要素 

開発・生産 生産施設からの排出 NOx，温室効果ガス 

発電設備からの排出 NOx，温室効果ガス 

船舶からの排出 NOx，温室効果ガス 

生産水及び洗浄排水 水質，魚類 

化学品の流出 水質 

一般廃棄物 水質 

暴噴 クジラ，鳥類，漁業 

廃止 船舶からの排出 NOx，SOx，VOC，CO2，他 

ヘリコプターからの排出 NOx，SOx，CO2，他 

生活廃水の流出 水質 

施設の撤去による海底面の
撹乱 

海域の利用者 

評価されている項目（開発・生産，廃止段階） 
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望ましい施策 

n 調査した各国の状況 
• 英国では、環境影響評価の手法に変化が見られる。また、

最新の調査では、オーストラリアでも同様に変化の傾向が
現れている（引続き調査中）。 

• 開発先進国の環境影響手法ではリスクアセスメントが主流
ではなくなるのか、あるいはまた主流に戻るのか等、最新動
向の把握が課題 

 

n 我が国で取り入れることが望ましい施策 
• 世界の環境影響評価のトレンドを把握するために、継続的

に諸外国の環境影響評価書の収集分析を実施する。 
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望ましい施策 

n 調査した各国の状況 
• 開発先進諸国の環境影響評価書を収集・分析する過程で、

石油・天然ガス開発事業者を支援するガイドライン、規格類
の整備が充実していることが確認された。 

 

n 我が国で取り入れることが望ましい施策 
• 我が国でも海洋の開発事業における環境影響への配慮に

関する制度について、特に鉱業法、鉱山保安法等の下での
保安対策及び環境保全対策に関するガイドライン類の整備
が有用と考えられる。 

• 鉱山保安法のもと、事業者が実施する現況調査の支援とな
るように、鉱害防止の観点から、環境保全のために環境影
響を評価するガイドラインを整備する。 



ガイドライン 

評価手法 

評価項目 

現況調査 

ステークホルダー 

予測（モデリング） 

その他 

望ましい施策 
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n 実施する現況調査の支援となるような、環境影響の評価に関
するガイドラインの項目 
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望ましい施策 

n 調査した各国の状況 
• 北海、メキシコ湾などでは、国の機関が詳細なベースライン

調査データを保有、事業者と共有している。 

 

n 我が国で取り入れることが望ましい施策 
• 我が国でも、多岐にわたる省庁および関係機関が海洋に関

する情報を収集、保持している。 
• 情報を整理・一元管理する体制を構築し、開発対象海域に

ついては環境に関する広域のベースライン調査が不要とな
るよう、事業者の求めに応じて公開する。 



• 評価手法の変化を確認 
 （リスクアセスメントから他の手法へ） 
• 諸外国の環境影響評価書で評価している評価項

目を抽出 
 
 

• ガイドライン提案のために評価項目以外の環境影
響評価に含まれる内容を検討 

• 得られる知見は様々な海洋資源開発に有用 

検討結果 

まとめ 
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ご清聴ありがとうございました 
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本調査は、公益財団法人日本財団の助成を受けて実施しました。 
関係各位に感謝いたします。 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	石油・天然ガス開発における法制度と環境影響
	石油・天然ガス開発における法制度と環境影響
	石油・天然ガス開発における法制度と環境影響
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	環境影響評価書の分析
	評価手法の変化
	英国の評価手法（リスクアセスメント以外）
	英国の評価手法（リスクアセスメント以外）
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	評価項目の変化（探査）
	評価項目の変化（掘削）
	評価項目の変化（開発・生産）
	評価項目の変化（廃止）
	評価項目の変化（まとめ）
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	ご清聴ありがとうございました

